
  

仕  様  書 
 

１  担 当 課        部課名：スマイルライフ推進課 

                        担当者：石橋 （内線：80-6255） 

                        ＴＥＬ：054-631-6862     ＦＡＸ：054-626-2188 

２  調達要件 

 （１）利用話回線：ひかり電話 

 （２）収容電話番号：３回線 

 （３）調達機器類：以下調達機器類参照 

 （４）設置（詳細は別途協議） 

事務室１：電話番号２、多機能電話２、コードレス１、ＦＡＸ１（機器調達は対象外） 

事務室２：電話番号２、多機能電話１、コードレス１ 

 

 調達機器類 

No 品  名 寸法・内容等 数量 

１ システム交換

機(主装置) 

・最大ポート数：192ポート以上  

・IP ネットワーク対応機能を有すること 

・ひかり回線収容に対応（２契約収容）  

・停電対応用バッテリーを実装し、停電時の動作を確保すること  

・内線・外線転送機能、留守番電話機能を有すること 

・外形寸法：W430mm×D409mm×200mm程度 

参考：SAXA・PLATIAⅢ Ultimate（ひかり電話オフィスＡタイプ）  

１ 

２ 多機能電話機 ・サイズ：W180mm×D228mm×H78mm程度（角度可変スタンド付）  

・ボタン数：18ボタン（フレキシブルキー）  

・人感センサを搭載し、セーフティ機能に対応していること  

・大型ディスプレイ、着信ランプを備えること  

・スピーカー機能付き 

・電話帳登録可能数：最大 10,000件  

・カラー：ホワイト 

参考品：SAXA・TD1010W 

３ 

３ コードレス電

話機 

・サイズ（子機）：W51mm×D38mm×H212mm程度  

・通話連続時間：約８時間以上  

・待受連続時間：約 24時間以上  

・通話エリア：見通し 100m程度  

・スピーカー機能付き 

・ディスプレイを有すること 

参考品：SAXA・WS1000 

２ 

４ ひかり回線収

容ユニット 

・ひかり電話等の IP回線を主装置に収容するためのユニット 

参考品：SAXA・IPHO-02A 

２ 

５ 電話機収容ユ

ニット 

・多機能電話機接続するためのインターフェースユニット 

・１枚あたり８台程度の電話機を収容可能であること 

参考品：SAXA・8ST-01A 

２ 



  

６ 停電対応用バ

ッテリー 

・主装置保護のための一時的な電源を供給できること 

・落雷等によるサージ電圧への対応機能を有すること 

参考品：SAXA・FML1208 

１ 

７ スイッチング

HUB※ 

・ポート数：５ポート  

・金属筺体であること 

・10/100/1000Mbps 対応 

参考品：tp-link・TL-SG505 

１ 

※：必要な場合 

３  納入予定物品の仕様確認      

・納入を予定する物品については、別紙「仕様確認書」により確認を
得ること。なお、物品が仕様を満たしていることがわかるカタログ
等の資料を提示すること。 
但し、参考品を見積る場合には確認は不要です。また、仕様確認を
伴う際は連絡のうえ来庁願います。 

                         
４  納 品 期 日       令和８年６月 26日（金） 

 

５  納 品 場 所       住  所：焼津市小土 961-1（新設工事中） 

名  称：豊田地域交流センター（新） 

 

６ 契約金額の支払い    令和８年度に契約金額を支払います。 

 

７  特 記 事 項     

（１）現在、豊田地域交流センターは移設に向けて建設工事中であるため（令和８年４月引渡

予定）、納品日は協議の上で決定すること。ただし、令和８年４月から上記４の納品期

日までの間とする。 

 

（２）製品の運送・搬入・組立・設置等や梱包材の処分引取り等に係る費用を含むこと。 

また、配線、設置、設定工事（電話機取り付け、データ設定、LAN 配線、FAX 用配線及

びひかり回線直収用 LAN配線作業等）を含むこと。 

 

（３）製品の配置に関して、スマイルライフ推進課職員と協議の上で決定すること。 

（施設の養生等が必要な場合は養生等を行うこと） 

 

（４）製品を指定した場所に配置（引渡し）するまでの間に、施設及び製品・その他物品等に

損傷を与えた場合は、納入業者の負担により交換または修理を行うこと。 

 

（５）製品の納品後、地域交流センター職員に使用方法（製品説明）を行うこと。 

 

（６）製品の納品後、定められた契約不適合責任期間内に本体及び材料の不良、施工の不備に

起因する故障や破損が生じた場合は、速やかに無償で修理・交換を行うこと。 

 

（７）故障時等のｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽが即時対応可能であること。 

 

（８）その他、質疑等がある場合は確認をすること。 


